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美保中学校区義務教育学校校舎等新築工事基本設計業務 
プロポーザルに関する質問に対する回答 

 
番号 質問事項 回答 
１ 企画提案書の書式で業務実施方針１

（様式４号－２）からテーマ④その他

の提案（任意）（様式４号－７）までの

周囲４方枠は無くてもよろしいでしょ

うか。 

企画提案書の様式４号－２から様式４

号－７につきまして、周囲４方枠の有無

について制約は設けていません。 
当該様式に記載されている注意事項及

び用紙の大きさ（日本工業規格Ａ４）に

ついて遵守いただければ問題はありませ

ん。 

 
２ 認定こども園と義務教育学校の施工

は同時期でしょうか。 
 同時期の施工を想定していますが、今

後の状況次第で変更となる可能性があり

ます。 
３ （資料２ P３ 「なかよし学級」につ

いて） 
「美保中学校区なかよし学級（仮

称）」は放課後児童クラブと認識してお

りますが、間違いありませんでしょう

か。 

 お見込みのとおりです。 

４ （資料２ P１３ 交流エリアの管理者

について） 
「交流エリアは、校舎や園舎と別の

管理系統とする」とありますが、交流

エリア内の「多目的ホール」「地域交流

室」「なかよし学級」は同一の管理者と

考えてよろしいでしょうか。 

 「交流エリアは、校舎や園舎と別の管理

系統とする」ということのみを想定して

います。 
交流エリア内の各施設の管理系統につ

いては特に制限等を設けていません。 

５ （資料２ P７ 屋内運動場（講堂）、

小規模屋内運動場について） 
メインアリーナ、サブアリーナの広

さ（コートの種類や面数）は特に指定

はなく、提案によると考えてよろしい

でしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

６ （資料２ P８ 大グラウンド、小グラ

ウンドについて） 
大グラウンド、小グラウンドのトラ

ックの有無や規模、野球場、サッカー

コートなどは特に指定はなく、提案に

 お見込みのとおりです。 
また、想定している必要面積について

は資料２の８ページ目に記載していま

す。 
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よると考えてよろしいでしょうか。 
７ （資料２ P６ 教室の運営方式につい

て） 
「総合教室型」「特別教室型」「教科

教室型」などの教室運営方式やどの学

年にどの方針を適用するかも含めて提

案によると考えてよろしいでしょう

か。 

資料２の６ページから記載されている

設置予定教室等を考慮した上でのご提案

をいただきたいと考えています。 
また、教室運営方式等については必要

に応じて今後協議をさせていただく可能

性があります。 

８ （資料２ P１４ 配置案について） 
配置案に「活用可能スペース」とあ

りますが、何のためのスペースでしょ

うか。配置計画を提案するにあたって

確保する必要がありますでしょうか。 

 「活用可能スペース」の活用方法につい

て制限等は設けていません。 
 また、「活用可能スペース」については

今後、地域の方々や設計業者との協議の

上で活用方法について定めていきたいと

考えています。 
 それらを踏まえて、配置計画をご提案

いただくにあたって、「活用可能スペー

ス」の活用例を合わせてご提案いただい

ても構いません。 
９ （資料２ P７ 校内サポート教室につ

いて） 
校内サポート教室とはどのような活

動を行う想定の室でしょうか。また、

利用者は児童、学校職員のみでしょう

か。 

主に不登校児童生徒等への支援等に活

用し、校内サポート教室に通う児童生徒

が安心して生活できる導線等を考慮した

教室配置を予定しています。 
 

１０  （周辺道路について） 
周辺道路の整備及び拡幅等の計画は

ありますでしょうか。 

 必要に応じて計画していきます。 

１１ （業務委託概要書 P２ （３）その他

について） 
補助金申請及び起債申請等との記載

がありますが、防衛省の補助金は対象

と考えれば宜しいでしょうか。 
 対象の場合、補助金による建物の構

造規定の制限はあるでしょうか。 

 防衛省による「防衛施設周辺防音事業

補助金」について、申請をしない予定で

す。 

１２ （設備設計１級建築士について） 
技術者について、意匠及び構造はあ

りますが、設備設計１級建築士につい

て、評価項目はあるでしょうか。 

市内業者のみに参加資格を制限してい

る点、より広く多くの事業者から提案を

募る「公募型プロポーザル」である点を考

慮し、資料４「（２）配置予定技術者につ

いて」に記載しているとおり、配置予定技
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術者の実績について「設備」に関しては評

価項目に入れていません。 
従って、共同企業体の中に設備設計業

者を入れている場合も入れていない場合

も審査基準における「実績」部分について

は差が生じない形になっています。 
しかし、業務委託概要書に記載されて

いるとおり、「設備」についてもご提案い

ただく想定をしています。 
１３ （資料２ 美保中学校区義務教育学校校

舎等新築工事にかかる基本的な考え方 

（3）施設の配置計画 P１４にある基準と

なる配置案について） 

 ・この図の中でグラウンドと校舎の間に

敷地を通り抜ける歩行者動線が設定され

ていますが、この動線がグラウンドと校舎

の間にあることの必要性についてお知ら

せください。 

 

 歩行者導線について、必ずしもグラウ

ンドと校舎の間に設置しなければならな

いわけではありませんが、資料２の１０

ページ目「エ 安全性」に記載したとお

り、児童生徒、園児をはじめとする利用者

の安全・安心を考慮した施設として整備

することを予定しています。 

 
 
 
 
 


